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会
）

 
農
業
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代
化
資
金
融
通
法
の
一
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を
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法
律
案
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号
）
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議
院
送
付
）
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本
法
律
案
は
、
農
業
者
に
お
け
る
規
模
拡
大
、
生
産
性
向
上
、
付
加
価
値
向
上
等
を
図
る
取
組
の
進
展
に
伴
い
資
金
需
要
が

拡
大
し
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
長
期
か
つ
低
利
の
資
金
の
融
通
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
農
業
近
代
化
資
金
に
つ
い
て
、
貸
付
金

 

合
計
額
の
最
高
限
度
額
の
引
上
げ
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

一
、
貸
付
対
象
者
の
追
加

農
業
近
代
化
資
金
の
貸
付
対
象
者
と
し
て
、
農
林
中
央
金
庫
が
主
た
る
出
資
者
等
と
な
っ
て
い
る
団
体
又
は
法
人
で
政
令

 

で
定
め
る
も
の
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

 

二
、
貸
付
金
合
計
額
の
最
高
限
度
額
の
引
上
げ

　

農
業
近
代
化
資
金
の
貸
付
金
合
計
額
の
最
高
限
度
額
に
つ
い
て
、
農
業
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
貸
し
付
け
る
場
合
に

あ
っ
て
は
二
億
円
か
ら
七
億
円
に
、
そ
の
他
の
農
業
者
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
四
千
万
円
の
範
囲
内
で
政
令
で
定

 

め
る
額
か
ら
二
億
円
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
額
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

 

三
、
施
行
期
日



二

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。


